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平成１５年度業務実績評価調書：独立行政法人空港周辺整備機構 
 

業務運営評価（個別項目ごとの評価）  
（Ｈ１６．７．２７） 

項     目 

 
 

中 期 計 画 
 

平成１５年度計画 

 

 評定 
 

評 価 理 由 
 

意     見 

 
 

１．業務運営の効率化に関する目標を

達成するためにとるべき措置 

 

１．業務運営の効率化に関する年度計

画 

   

 

１ 
 

(1)組織運営の効率化 

  事務事業の効率化の観点から、独

立行政法人化の時点で、大阪国際空

港事業本部の経理部及び周辺整備推

進室、代替地対策課、東京事務所を

廃止し、民家防音第 1 課及び第 2 課

を 統合し民家防音課に再編する。

  共同住宅の新規建設は廃止した

が、既存住宅の維持管理業務は継続

し、処分に関する業務が新たに生ず

ることから、共同住宅担当組織は従

来どおりとする。 

 

 (1)組織運営の効率化 

  大阪国際空港事業本部の経理部及

び周辺整備推進室、代替地対策課、

東京事務所を廃止し、民家防音第 1

課及び第 2 課を統合し民家防音課に

再編する。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 

 

 

 独立行政法人の発足とともに年度

計画に沿った組織の再編がなされ、組

織運営の効率化が図られている。   

 

   

  

 

２ 
 

(2)人材の活用 

  機構組織全体について、国・府・

県・市との交流を推進し、若い人材

を任用するなどにより組織を活性化

する。 

 

 (2)人材の活用 

   若い人材を任用し、確実に組織の

活性化が図られるよう、国・府・県

 ・市の人事異動計画策定時期に綿密

な調整・協議を行う。 

 

 

２ 

 

 

 

   

 

 人事異動計画に当たって、国・府・

県・市に対し、若い人材の派遣を求め

た協議がなされている。 

 また、中期計画に向けた組織活性化

対策に積極的に取り組む姿勢が見ら

れる。 

 

 

  

 



  

項     目 

 
 

中 期 計 画 
 

平成１５年度計画 

 
 評定 

 
評 価 理 由 

 
意     見 

 
３ 

 
 
(3)業務運営の効率化 
  ①代替地造成事業の効率化 
 
 イ  大阪については、代替地の保有  

区画数は１区画以内とする。必要  
に応じて一般処分も行うものとす  
る。 

   また、今後取得する代替地の保  
有期間は３年以内とする。 

 
 ロ  福岡については、代替地の保有  

区画数は２区画以内とする。必要  
に応じて一般処分も行うものとす  
る。 

     また、今後取得する代替地の保  
有期間は３年以内とする。 

 
 ハ  一般処分を行う場合は、ホーム  
ペ ー ジ へ の 掲 載 、 地 元 広 報 誌 等 へ  
の 情 報 提 供 を 実 施 す る と と も に 、  
自 治 体 等 の 公 共 代 替 地 へ の 提 供 も  
行う。 

 

 

 

 
 (3)業務運営の効率化 
   ①代替地造成事業の効率化 
 
   大阪及び福岡の両事業本部におい 

て、移転補償対象者のニーズを把握 
し、代替地の需要がある場合には適 
切に対応する。 

 
 
  ２ 

 
 
 
 
 大阪及び福岡両事業本部ともに、移
転補償対象者の動向を見極め、保有代
替地の処分が１６年度に行えるよう
事前手続きを行うなど適切な対応が
行われている。 

 

 



  

項     目 

 
 

中 期 計 画 
 

平成１５年度計画 

 
 

 評定 

 
 

評 価 理 由 

 
 

意     見 

 
４ 

 
 ②共同住宅 
 イ  採算性を検討し、現状及び見通  

しを公表する。 
 
 
 ロ  熊野町住宅については、一般処  

分に向けて入居者の移転を進め   
る。 

 
      
 ハ  戸別処分を行う小中島住宅につ  

いては６戸以上を処分する。 
 
 
 ニ  服 部 本 町 住 宅 の 空 家 に つ い て   

は、定期借家権を付け入居資格者  
以外への賃貸の拡大を図っていく  
ことにより、空家率を４％以下に  
する。 

    利 倉 西 住 宅 ( 第 １ 、 第 ２ 、 第  
３)については、定期借家権を付 
け入居資格者以外への賃貸を拡大  
し、空室率を 25％以下にする。 

 
 ②共同住宅 
 イ 採算性を検討し、現状及び見通し 

をホームページにおいて公表する。 
 
 
 ロ 熊野町住宅については、一棟処分 

に向けて入居者の移転に関する住民 
説明会を実施する。 

 
     
 ハ 戸別処分を行う小中島住宅につ  

いては２戸を処分する。 
 
 
 ニ 服部本町住宅及び利倉西住宅（第 

１、第２、第３）については、定期 
借家権を付け入居資格者以外への賃 
貸を実施するため、不動産業者への 
委託手続きを進める。 

 

 
 

１ 

 
 
 １５年度計画のうち、現状と見通し
についてのホームページへの掲載、熊
野町住宅の１棟処分に向けた住民説
明会、服部本町住宅及び利倉西住宅に
ついての賃貸促進の諸手続は達成さ
れたが、小中島住宅については、売却
に至らなかった。 

 
 

住宅の売却について
は、不動産業者への媒介
契約を締結するなど努
力は認められるが、中期
計画を達成できるよう
さらなる工夫が必要で
ある。 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

項     目 

 
 

中 期 計 画 
 

平成１５年度計画 

 
 評定 

 
評 価 理 由 

 
意     見 

 
５ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ③事業費の抑制 
  事業費について、単価の見直しや 

事業執行方法の改善等を通じて効率
化を推進し、中期目標期間の最後の
事業年度において、認可法人時の最
終年度（平成１４年度）比で５%以
上（住民の申請に基づき航空機騒音
による障害の補償措置として行うも
のを除く事業については、１５%以
上）に相当する額を削減する。 

 
 ③事業費の抑制 
   事業費について、事業執行方法の 

改善等を通じて効率化を推進し、認 
可法人時の最終年度（平成１４年  
度）比で１%以上（住民の申請に基 
づき航空機騒音による障害の補償措 
置として行うものを除く事業につい 
ては３%以上）に相当する額を削減 
する。（平成１５年度予定額は認可 
法人と独立行政法人の額を合算した 
もの） 

 
 

３ 

 
 
 事業費を９％削減したことは、年度
計画の目標値を大きく上回わり高く
評価できる。 

 

 
６ 

 
 ④一般管理費の抑制 
  一般管理費について、業務の集約 

化及び電子化、ペーパレス化を推進 
する等、業務処理の方法を工夫し効 
率化を図ることにより、中期目標期 
間の最後の事業年度において、認可 
法人時の最終年度（平成１４年度） 
比で１３%以上に相当する額を削減 
する。 

 
 ④一般管理費の抑制 
   独立行政法人化の時点で事務所の 

借り上げ面積を縮小する等により認 
可法人時の最終年度（平成１４年  
度）比で３%以上に相当する額を削 
減する。（平成１５年度予定額は認 
可法人と独立行政法人の額を合算し 
たもの） 

 

 
 
  ３ 

 
 
 組織・人員の見直しや事務所の借り
上げ面積を縮小する等により約１０%
を削減したことは、事業費同様に年度
計画の目標値を大幅に上回り高く評
価できる。 

 

 



  

項     目 

 
 

中 期 計 画 
 

平成１５年度計画 

 
 評定 

 
評 価 理 由 

 
意     見 

 
２．国民に対して提供するサービスそ 
の他の業務の質の向上に関する目標 
を達成するためにとるべき措置 

２．国民に対して提供するサービスそ 
の他の業務の質の向上に関する年度 
計画 

 
 

 
 

 
７ 

 
 (1)業務の質の向上 
 
 
 
 ①出資者である国・府・県・市及び 関

係 自 治 体 で 構 成 す る 「 連 絡 協 議  
会」を設け、年２回以上開催する。 

 
 (1)業務の質の向上 
   業務の質を向上させるため、１５

年度において次の措置を実施する。 
 ① 業 務 の 調 整 及 び 意 見 の 聴 取 の た     

め、出資者である国・府・県・市及 
び関係自治体で構成する「連絡協議 
会」を設け、年度中に１回開催す  
る。 

 
 

２ 

 
 
 
 
 
 大阪及び福岡両本部において、連絡
協議会を設け、各本部で年度内に開催
し、機構の事業推進に関する意見等の
聴取が行われている。 

 

 
８ 

 
 ②事業に関する情報の共有化及び職 

員相互の連帯意識並びに業務に係る 
専門知識の向上のために弁護士・公 
認会計士・税理士等の外部講師によ
る職員研修（年３回程度）を実施す
る。 

 
 ②外部講師等による職員研修を年度 
中に１回実施する。 

 
 
  ２ 

 
 大阪及び福岡両本部ともに、それぞ
れ２回の職員研修が行われており、職
員に対して業務上必要な知識を習得
させるための資質向上を図る努力が
行われている。 

 

 
９ 

 
 ③１年サイクルの内部評価制度を導

入し、前年度の業務の評価が次年度
の目標設定・業務の実施に着実にフ
ードバック出来るようにする。 

 
 ③平成１５年度の事業について内部

評価基準を作成し、内部評価・分析
のうえ、次年度の計画設定・業務の
実施方法等に反映させる。 

 
 
  ２ 

 
 内部評価委員会を設置するととも
に評価基準等を作成し、内部評価によ
り次年度以降への計画策定・業務の実
施に反映できる体制が整えられた。 

 
 評価時期を前倒しする
ことにより、評価結果の
速やかな反映及び活用が
望まれる。 

 

 



  

 

項     目 

 
 

中 期 計 画 
 

平成１５年度計画 

 
 評定 

 
評 価 理 由 

 
意     見 
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 ④独法移行時において会計規程等の 

見直しを行うとともに、新たに考査 
役及び契約係長を設置する。 

 
 ④会計規程等の見直しを行うととも 

に、新たに考査役及び契約係長を設 
置する。 

 
 
  ２ 

 
 会計規程等の見直しを行い契約･支
出事務処理権限を一元化するととも
に、契約審査体制を強化するため大阪
本部に契約係長、福岡本部に考査役を
設けるなど適切な体制整備が図られ
ている。 

 

 
11 

 
 ⑤広報活動の充実 
 イ ホームページ、パンフレット等  

の内容を充実させ、独立行政法人  
評価委員会の評価結果を含めて積  
極的に各種情報を提供する。 

  ホームページについてはアクセ  
ス数を１０%増加させる。 

 ロ 関係自治体と連携を図りパンフ  
レットの配布・自治体広報誌への  
掲載等の広報活動を行い、地域住  
民のニーズを把握する。 

 
 
 
 ハ エアフロントオアシスや緑地整  

備を完了した箇所について成果を  
周知するため、看板の設置等を行  
う。 

 
 ⑤広報活動の充実 

イ ホームページについては、独立  
行政法人通則法で定められている  
公表事項を一般に理解されやすい  
内容で早期に公表するとともに、  
アクセスの実績を分析のうえ、既  
存データの内容の充実を図る。 

    また、パンフレットについては 
独立行政法人化について記載する  
等、理解しやすい内容の充実を図  
る。 

 
ロ 環境対策における広報活動の充  

実を図るため、自治体広報誌等へ  
の掲載を依頼する。 

 
ハ 事業主体と調整をし、事業を完  

了した緑地帯等２箇所に看板の設  
置等を実施する。 

 
 
  ２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 ホームページがリニューアルされ、
トップページも親しみやすくすると
ともに、分かりやすく掲載するよう努
めている。 
 パンフレットについても見やすい
内容に改め、情報公開窓口に常備する
など一般への周知に努めている。 
 また、事業活動の広報と事業推進を
図るため､騒音斉合施設の賃貸人募集
等について自治体広報誌への掲載を
依頼している。 
 しかし、看板の設置については､事
業主体との調整に日数を要したため、
未整備となったが、早期に調整を終え
て設置を行う予定となっている。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

 

項     目 

 
 

中 期 計 画 
 

平成１５年度計画 

 
 評定 

 
評 価 理 由 

 
意     見 
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 (2)業務の確実な実施 
   周辺整備基本方針及び中期基本  

方針で策定された趣旨を踏まえつ
つ、各事業を進める。 

 ①再開発整備事業 
  イ 関係自治体との定期的情報交  

換を行うこと等により、都市計画  
や地域整備計画と整合する事業を
実施する。 

 
  ロ 施設の整備にあたっては、仕様  

等について企業からの提案を取り
入れる等により、需用に柔軟・的
確に対応する。 

 
  ハ 中期目標の期間中に、需用の確

実性を把握したうえで、７件の事
業を行う。 

 
(2)業務の確実な実施  
 
 ①再開発整備事業 
 イ 都市計画や地域整備計画と整合  

する事業の実施について関係自治  
体と情報交換を行う。 

 
 ロ  施 設 の 整 備 に あ た っ て は 、    

企業からの提案を積極的に取り入  
れる等により需用に的確に対応す  
るとともに、一般利用施設として  
整備する場合には空港周辺住民及  
び施設利用者にとっても利便性の  
高い施設整備を図る。 

 
  ハ 平成１６年度からの貸付開始に  

向けて、年度中に２件の整備を実  
施する。 

 
 
  ３ 

 
 
 
 
 事業実施においては地域整備計画
と整合するよう国・関係自治体と綿密
な連絡調整を行っている。施設整備に
ついては計画段階から借受け希望者
のニーズを的確に把握するとともに
空港周辺の地域住民にとって利便性
の高い施設を整備するよう努めてい
る。 
 大阪本部３件、福岡本部１件で計４
件と年度計画を大きく上回ったこと
は高く評価できる。 
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 ②民家防音事業 
  工 事 の 積 算 方 法 や 審 査 方 法 の 見  

直し、事務の効率化・簡素化に取  
り組み、交付申請から交付額の確  
定までの期間を１５％短縮する。 
なお、工事は特定時期に集中するこ
と な く 計 画 性 を 持 っ て 実 施 す  
る。 

 
 ②民家防音事業 
   交付申請から交付額の確定までの 
期間について、故障調査・積算審査 等
の効率化を図ることにより、平成 １
４年度実績に比して１５％短縮する。 

 

 
 
  ２ 

 
  
 故障調査・積算審査等の効率化を図
ることにより、交付申請から交付額の
確定までの期間について、大阪、福岡
両本部ともに年度計画を達成してい
る。 

 
 

  

 



  

項     目 

 
 

中 期 計 画 
 

平成１５年度計画 

 
 評定 

 
評 価 理 由 

 
意     見 
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 ③移転補償事業 
   事務処理の迅速化を図り、移転補 

償及び土地の買入れについてては申
請から代金の支払いまでの期間を１
５％短縮する。 

 
 ③移転補償事業 
  移転補償及び土地の買い入れの申 

請から代金の支払いまでの期間につ 
いて、物件調査や土地の測量等を効 
率的に行うことにより、平成１４年 
度実績に比して１５％短縮する。 

 
 
  １ 

 
 
 移転補償の処理期間短縮のため、建
物調査等の効率的な作業を行い、大阪
本部においては、５６％の短縮ができ
た。しかし、福岡本部では申請件数が
多く待機期間が長くなっているため、
期間短縮には至らなかった。 

 
 

  

 
15 

 
 ④中村地区の移転補償事業 
  中村地区に係る移転補償事業につ 

いては、下記により実施する。 
 
  イ 中村地区整備協議会（幹事  

会）と意見、情報交換を行い整備を 
進める。 

 
  ロ 地元自治会と密に連絡情報交 

換を行い、事務を円滑に進める。 
 
  ハ 移転補償の事務（補償額の提 

示）を行うにあたっては住民及び事 
業者に十分な説明を行う。 

 
 ④中村地区の移転補償事業 
 
 イ 中村地区整備協議会（幹事会）  

と意見、情報交換を月 1 回程度実  
施する。 

 
 ロ 地元自治会との連絡情報交換を  

関係自治体とタイアップして実施  
することで住民の意向把握に努め  
る。 

 
 ハ 移転補償事務を行うにあたり住  

民及び事業者に充分な説明を行う  
とともに、電話等の照会に対して  
も適切に対応する。 

 

 
 
 
  ２ 

 
  
 
 中村地区整備協議会(幹事会)におい
て意見交換を行うとともに、地元自治
会と関係機関が行う連絡情報交換の
会議においても地区住民の意向把握
が行われている。   
 また、住民から移転に関する照会が
あった場合は、自宅に出向き説明を行
うなど適切な対応がとられている。 

 

 



  

項     目 

 
 

中 期 計 画 
 

平成１５年度計画 

 
 評定 

 
評 価 理 由 

 
意     見 
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  ⑤ 大阪国際空港周辺の緑地整備大  

阪国際空港周辺の都市計画緑地の  
用地取得等については、国・地元  
自治会等との協力体制を強化し、  
着実に実施する。 

 
   イ 利用緑地及び緩衝緑地第１期  

事業分は、慨成に向けて推進す   
る。 

 
 
 
 
 
 
 
  ロ 緩衝緑地第２期事業分につい  

ては、平成１９年度までに都市
計  画事業承認認可を取得で
きるよう  国・地元自治会等
と調整する。 

 
 ⑤大阪国際空港周辺の緑地整備 
 
 
 
 
 
 イ 利用緑地については、未買収地  

約１ｈａのうち約０.１ｈａを買収   
し、用地取得進捗率を約９４％と    
する。緩衝緑地第１期事業分につ    
いては、未買収地約３.３ｈａのう   
ち約０.２ｈａを買収し、用地取得   
進捗率を約８３％とする。また、    
買収済みの土地約０.８ｈａについ   
て造成・植栽を実施する。 

 
 ロ 緩衝緑地第２期事業分について  

は、利用緑地及び緩衝緑地第１期  
事業分の進捗状況を踏まえつつ、  
都市計画事業承認・認可について  
国・地元自治体等と調整する。 

 
 
  ２ 

 
 
  
 
 
 
 
 用地買収については､利用緑地、緩
衝緑地第１期事業分ともに年度計画
どおり達成されている。 
 造成・植栽については、約０.４ha
の整備にとどまったが、これは地域住
民からの要望を受け、設計変更により
残り０.４ha が未実施となったが止む
を得ないものと考えられる。 
 また、緩衝緑地第２期事業分の都市
計画事業承認・認可については、取得
に向けて国・自治体等との調整を進め
るため、土壌汚染調査を実施するなど
事前準備を行なっている。 
   
  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



  

項     目 

 
 

中 期 計 画 
 

平成１５年度計画 

 
 評定 

 
評 価 理 由 

 
意     見 
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  ⑥福岡空港周辺の緑地整備 
   福岡空港周辺の緑地整備を推進  

する。 
  イ  空港北側地区において、地元  

住民等の要望も踏まえ、関係機関  
とも協力し、重点的に緑地整備を  
推進する。 

 
 ロ 空港南側の一定範囲について   

は、平成１９年度までに都市計画  
事業承認・認可を取得できるよう  
国・地元自治体等と調整する。 

 
 ⑥ 福岡空港周辺の緑地整備 
 イ 空港北側地区において、地元住  

民等の要望も踏まえ、関係機関と  
も協力し、重点的に緑地整備等の  
推進を図る。買収済みの土地約   
０.６ｈａについて造成・植栽を  
実施する。  

 
 ロ  空 港 南 側 の 一 定 範 囲 に つ い て   

は、都市計画事業承認・認可につ  
い て 国 ・ 地 元 自 治 体 等 と 調 整 す   
る。 

 
 
  ２ 

 
 
 造成・植栽については、年度計画ど
おり実施された。 
 また、都市計画事業の承認・認可に
ついては、空港周辺整備計画調査委員
会において国、地元自治体等との協議
を開始することとされている。 
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（３）空港と周辺地域の共生 
   国土交通省が進めるエコエアポ  

ート構想に協力するほか、次の措  
置を行う。 

 
 
  イ 周辺地域活性化促進協議会等を  

通じ啓発活動を積極的に実施す   
る。 

 
  ロ 環境関係の見学要望には適切に  

対応し、環境対策の理解を深め   
る。 

 
 （３）空港と周辺地域の共生 
   空港周辺地域の緑地整備を推進す 

る等国土交通省が進めるエコエアポ 
ート構想に協力するほか、次の措置 
を行う。 

 
 イ 周辺地域活性化促進協議会等を  

通じ環境関係の講演を行うことに  
より啓発活動を実施する。 

 
 ロ 環境関係の見学要望には適切に  

対応し、環境対策の理解を深め   
る。 

 

 
 
  ２ 

 地域との共生を図る「エコエアポー
ト」については、協議会の準備段階か
ら参加している。 
 また、啓発活動として周辺地域活性
化協議会の総会の後に協議会メンバ
ーに対し整備機構の地域に対する役
割等の講演を行うとともに、空港周辺
環境対策の課外学習の要請に対して
も適切に対応している。  
  さらに周辺関係市の教育委員会に
働きかけ、小・中学校へ環境学習のカ
リキュラムへの追加を依頼するなど
努力が認められる。 

 
 

   

 



  

項     目 

 
 

中 期 計 画 
 

平成１５年度計画 

 
 評定 

                 
 評 価 理 由 

 
意     見 

 
 
  ハ 郊外学習の一環としての義務教  

育機関からの環境学習の受け入れ  
等を推進する。 

 
 ハ 郊外学習の一環としての義務教  

育機関からの環境学習の受け入れ  
等を推進するため、関係自治体の  
教育委員会への働きかけを実施す  
る。 
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３．予算、収支計画及び資金計画 
（１）予算   別紙のとおり 
 
（２）収支計画 別紙のとおり 
（３）資金計画 別紙のとおり 
 
     欠損金を 30％圧縮する。 
     未収家賃を 40％圧縮する。 

 
３．予算、収支計画及び資金計画に関 
する年度計画 
 
（１）予算   別紙のとおり 
（２）収支計画 別紙のとおり 
（３）資金計画 別紙のとおり 
 
    未収家賃を回収するため連帯保証 

人も含め郵便・電話での督促、また 
戸別訪問を精力的に実施する。 

 
 
  ２ 

 
 
 
 予算･収支計画及び資金計画に基づ
き適正に執行されている。 
 
  また、未収家賃を圧縮するため、未
納者に対し戸別訪問を強化するなど
計画どおり実施されている。 

 

 

 

次年度以降の年度計画
策定にあたっては、中期
計画に沿った進捗が図ら
れるような計画策定を要
望する。 

 

 

 
４．短期借入金の限度額 
   資金不足となる場合等における短  

期借入金の限度額は、 1,400 百万  
円とする。 

 
４．短期借入金の限度額 
    資金不足となる場合等における短 

期借入金の限度額は、1,400 百万円 
とする。 

 
 
  平成１５年度は該当なし。  

 
 
５．重要な財産の処分等に関する計画 
        該当なし 

 
５．重要な財産の処分等に関する計画 
     該当なし 

 
 
  平成１５年度は該当なし。  



  

 
項     目 

 
 

中 期 計 画 
 

平成１５年度計画 

 
 評定 

 
評 価 理 由 

 
意     見 

 
 
６．剰余金の使途 
        該当なし 

 
６．剰余金の使途 
      該当なし 

 
 
  平成１５年度は該当なし。  
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７． その他主務省令で定める業務 
   運営に関する重要事項 
 （１）人事に関する計画 
   ① 方針 
   イ 定年退職者の補充にあたって   

は原則として業務の進捗に応じ   
削減する。 

   ロ 国・府・県・市からの出向者   
については若返りを図り、人件   
費を抑制する。 

 
７．その他業務運営に関する重要事項 
 
 （１）人事に関する計画 
   ①方針 
    国・府・県・市からの出向者につ

いては平均して若返りを図り、人件
費に抑制につながる人事異動計画が
策定されるよう調整・協議を行う。 

 

 
 
 
 
 
  ２ 

 
 
 
 
 
 多数の出向者抱えているにもかか
わらず、若返りが図られ人件費の抑制
に繋がっている。 
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   ② 人事に関する指標 
      独 立 行 政 法 人 へ の 移 行 時 に お   

いて、組織及び職員数の見直し   
を行い、平成１５年４月時点に   
比して、１２名削減する。 

   さらに、中期目標期間中に計   
画的に人員を抑制する 

 
   ②人事に関する指標 
    独 立 行 政 法 人 へ の 移 行 時 に お い  

て、組織及び職員数の見直しを行  
い、平成１５年４月時点に比して、 
１２名削減する。 

 
 
  ２ 

 
 
 大阪では７４名から６１名に、福岡
では３３名から３１名に計１５名、年
度計画を上回る組織及び職員数の見
直しがなされている。 

   

 

＜記入要領＞・項目ごとの「評定結果」の欄に、以下の段階的評定を記入するとともに、その右の「評定理由」欄に理由を記入する。 
３点：中期目標の達成に向けて特に優れた実施状況にあると認められる。 
２点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められる。 
１点：中期目標の達成に向けて概ね着実な実施状況にあると認められる。 
０点：中期目標の達成に向けて着実な実施状況にあると認められず、業務改善が必要である。 

・必要な場合には、右欄に意見を記入する。 



平成１５年度業務実績評価調書：独立行政法人空港周辺整備機構 
 

総合的な評定 
 
 

業 務 運 営 評 価（実施状況全体） 
 

 

極めて順調 順 調 概ね順調 要努力 評定理由 
 

〇  
  各項目の合計点数＝4３ 

 項目数（21）Ｘ２＝42 
 下記公式＝1０２％ 

＜記入要領＞・個別項目の認定結果をもとに、以下の判断基準により、それぞれの欄に○を記入する。 
○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が１３０％以上である場合には、「極

めて順調」とする。 
○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が１００％以上１３０％未満である

場合には、「順調」とする。 
○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が７０％以上１００％未満である場

合には、「概ね順調」とする。 
○（各項目の合計点数）／（項目数に２を乗じた数）が７０％未満である場合には、「要努

力」とする。 
・ 但し、評価の境界値に近接している場合であって、法人の主要な業務の実績に鑑み、上位又

は下位のランクに評価を変更すべき特段の事情がある場合には、理由を明記した上で変更す
ることができる。 

 

自 主 改 善 努 力 評 価 

 
評 定 評 定 理 由 

相当程度の実践的努力が認められる 

独立行政法人移行を契機として、業務改善推進会議によりコスト削
減や効率化などの工夫を行うとともに、緑地整備事業においては整
備の効果や経済性等の調査を行い、１６年度以降の事業に反映する
こととしている。 
また、民家防音事業においても住宅地図情報システムを導入するこ
とにより住民からの問合せに迅速に対応するなどサービスの向上
に寄与していることは、「自主改善努力」として評価できる。 

＜記入要領＞・自主改善努力が意欲的かつ前向きで、優れた実践事例として認められる場合には、評定欄に

「相当程度の実践的努力が認められる」と記入し、認められない場合には「－」と記入する。

いずれの場合においても、その右の「評定理由」欄に、取組みの事例を含め、その理由を記

入する。 

 

業 務 全 般 に 関 す る 意 見 

 

初年度の業務遂行については順調であったが、２年目、３年目、最終的に中期計画達成に向けて着実に進
展することを期待したい。 

 




